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要旨・ ポイ ント

　 安全衛生に係る的確な人材の選任と それぞれの役割の

明確化、 安全衛生委員会の有効活用など、 今回のメ イ ン

テーマである「 安全衛生管理体制」 が充実し 、その結果、

職員の健康と 安全への支援の成果がメ ンタ ルヘルス関連

長期病休者数（ 10 万人率） や医療費への好影響、 安全

衛生についてのよい風土醸成につながっ ています。

多度津町の「 安全衛生管理体制」 の

特徴的な取り 組み

　 第一に挙げら れるこ と は、 安全衛生部門の組織的な位

置づけです。 一般的に安全衛生部門は総務部門に属する

こ と が多いのですが、 多度津町では独立し て町長公室に

位置づけさ れています。 こ れは町と し ての安全衛生への

姿勢を示し ていると 考えら れます。

　 第二は平成３ 年度と いう 早い時期から 、 町長公室に衛

生管理者と し て専任の保健師が配属さ れ、 ２ 代目、 ３ 代

目と 受け継がれているこ と です。 歴史を辿ると ３ 人の保

健師が法令遵守はも と より 、 それぞれの時代に合わせた

安全衛生施策を専門職と し て提言し 、 その実現に向けて

町長公室長をはじ め事務職スタ ッ フ と 協働し て成果をあ

げています。

　 第三は産業医の「 必要にし て十分な支援」 が得ら れて

いるこ と です。 多度津町の産業医は、 近く の開業医です

が、週に何回と いう 形式的な出勤回数での契約ではなく 、

産業医と し て必要な業務すべてを 委託する と いう 形を

と っ ています。 多度津町は造船業をはじ め、 多く の企業

があり ますので、 こ の産業医は、 こ のう ちのいく つかの

企業の産業医も 務めており 、 民間での良好活動も 随時情

報提供し てく ださ ると のこ と です。

　 第四は健康栄養相談の相談員と し て管理栄養士への業

務委託が挙げら れます。 地方公共団体では外部の保健専

門職を活用するこ と は難し いと のこ と ですが、 多度津町

ではそれが実現し ているこ と です。

安全衛生に係る人材の選任状況と 役割、
それぞれの活動の評価

　「 多度津町職員安全衛生管理規程」（ 以下「 規程」 と い

う 。） 第３ 章に総括安全衛生管理者、 衛生管理者、 衛生

推進者、 産業医の選任・ 役割が明示さ れています。 なお、

多度津町の場合、 安全管理者は法定の業種で常時 50 人

以上の労働者を 使用する事業場に相当し ないこ と から 、

規程にも 触れら れていません。

　 総括安全衛生管理者は副町長がその役割を担い、 具体

的な役割は、 衛生管理者など安全衛生に携わる者を指揮

するこ と と さ れています。 活動の活性化は、 公室長補佐

である保健師（ 衛生管理者）（ 以下「 衛生管理者」と いう 。）

による と 、 10 点満点中 8 点と いう こ と です。 不足の 2

点の主な理由は、「 色々任せていただき あり がたいので

すが、 現在の安全衛生活動について、 さ ら に率直な意見

で導いてほし い」 と の願いがこ も っ ていると のこ と でし

た。 筆者はこ のこ と を 伺い、 こ の 2 点は評価者の仕事

が上層部に受け入れら れており 、 3 代にわたる職域保健

師の努力が実っ ているこ と を表し ており 、 ある意味、 意

義ある評点だと 思いまし た。

　 衛生管理者は多度津町では職域保健師がその役割を

担っ ています。 具体的な役割は、 規程上、 衛生に係る技

術的事項を管理するこ と と さ れています。し かし ながら 、

こ の度のヒ アリ ングを通じ て実感し まし たこ と は、 実質

的には看護専門職である保健師と し ての役割を存分に発

揮し ておら れまし た。 つまり 、 きめ細やかな個別支援に

加えて、 集団・ 組織への働きかけ、 安全衛生委員会の活

性化、役場内だけでなく 外部の資源の有効活用（ コ ーディ

ネート 力の発揮） と いっ たも のです。 活動の活性化を伺

いまし たと こ ろ、 5 点と のこ と でし た。 こ んな立派な活

動にこ の評価と は？と 思いま し たが、 ご自分の活動は

往々にし て謙遜を含めて、 低く 評価する傾向があるこ と

から 、 僭越ながら 、 筆者が評価さ せていただき ますと 、

満点の 10 点をはるかに超える活動だと 思います。

　 衛生推進者は各所属から 選出さ れ、 職員組合により 推

薦さ れた職員がその役割を担います。 規程には具体的役

割と し て、 衛生管理者の指揮のも と に担当すると さ れて

おり 、 現在 15 名の衛生推進者が活動し ています。 職員

数 194 名のう ち、 約 1 割の方がその役割を 担っ ている

こ と は、 役場の隅々まで安全衛生活動が行き渡っ ている

こ と を 示し ていると も いえまし ょ う 。 活動の活性化は、

平均的にいえば、8 点と のこ と でし たが、個人差があり 、

中には 10 点満点の方も おら れると のこ と でし た。 多度

津町では、 こ の衛生推進者の中から 毎年一名ずつ、 希望

者に衛生管理者の資格取得の機会を与えておら れると の

こ と です。 こ れは、 安全衛生人材の育成と いう 点で参考

にさ せていただきたいこ と です。

　 規程第 9 条に産業医の選任と 具体的な役割が、 示さ

れています。 労働安全衛生規則第 14 条、 第 15 条の規

定に基づく 業務はすべて盛り 込まれ、 他にも 町長又は総

括安全衛生管理者への勧告、 衛生管理者への指導、 助言

なども 明文化さ れています。 評価は 10 点と のこ と です。
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地に足の着いた多度津町職員安全衛生
管理規程

　 多度津町の職員安全衛生管理規程は昭和 60 年 6 月に

制定さ れまし た。 その後改正さ れ、 現在は平成 28 年 3

月に示さ れた規程第 4 号が適用さ れています。

　 こ の規程は 5 章で構成さ れ、 職員が理解し やすく 、

安全衛生関係者の誰も がすぐ に実践に役立てるこ と ので

きる内容になっ ています。以下にその骨子を示し まし た。

第 1 章 総則（ 趣旨、 町長の責務、 所属長の責務、

職員の責務）

第 2 章 安全衛生管理計画に関する事項（ 安全衛生

管理計画の樹立）

第 3 章 安全衛生管理体制に関する事項（ 総括安全

衛生管理者、 衛生管理者、 衛生推進者、 産

業医、 安全衛生委員会の設置、 委員会の組

織、 委員会の業務、 委員会の議長、 委員会

の招集、 委員会の庶務、 委員会の運営）

第 4 章 健康管理に関する 事項（ 健康診断の実施、

受診義務、 健康診断の結果の報告等、 健康

診断結果の記録、 健康診断結果について医

師等から の意見聴取、 指導区分の決定等、

措置事項、 健康診断の結果の通知等、 保健

指導、 療養等の義務、 秘密の保持）

第 5 章 雑則（ 適用の特例、 補則）

三代にわたる「 衛生管理者と し ての
保健師の活動」 と その功績

　 こ の度の安全衛生管理体制についての調査で、 いろい

ろなこ と を学ばせていただきまし たが、 その中で、 今後

の安全衛生活動のあり 方に数々の大き なヒ ント をいただ

きまし た。 その一つが掲記のテーマです。

　 皆様ご存じ のよう に、労働安全衛生法（ 以下「 安衛法」

と いう 。） は昭和 47 年、 今から 51 年前に制定さ れまし

た。 その時の健康課題の中心が職業性疾病の予防と その

ための作業環境の改善がメ イ ンでし たので、 その枠組み

で安全衛生管理体制がつく ら れ、 時代の推移と 共に健康

課題の変化に合わせて、一部改正が行われてき まし たが、

固定的でフ レキシビリ ティ の少ない、 つまり それに対応

する産業保健スタ ッ フ と し ては、 産業医と 衛生管理者で

対応するも のと さ れてきまし た。

　 と こ ろが、 今では健康課題が大きく 変化し 、 職域保健

師の専門性が求めら れるこ と が多く なっ てき まし た。 例

えば、 昭和 63 年には THP（ Total　 Health　 Promotion　

Plan） での生活指導を 担当する 専門職と し て、 指針で

はあり ますが、 保健師は衛生管理者と し てではなく 看護

専門職と し ての職場の健康づく り に関わるよう になっ た

こ と 、 平成 8 年の安衛法の改正では、 その第 66 条に健

康診断の事後措置を行う 人材と し て、 初めて保健師が安

衛法上に明記さ れたこ と は、「 相手を 全人的にと ら え、

相手の気持ちや生き がいを尊重し 、 その自助力に働き か

け、相手が自主的に健康的に生き ていく こ と を支援する」

と いっ た看護の理念に基づいて活動する職域保健師の必

要性を裏づけていると 考えます。

　 現に多く の民間事業場では、 早く から 法的には衛生管

理者と の位置づけでも 、 看護専門職と し ての機能を求め

ら れてき まし た。 最近になり 、 保健師は衛生管理者と は

異なっ た専門性・ 独自性を発揮し 、 両者は協働者と し て

活躍し ていると こ ろ が多く なっ ています。 地方公共団体

は、 51 年前に制定さ れた固定的な安衛法に縛ら れてな

かなか新進の事業が推進でき ないと の話を 伺いますが、

多度津町の活動を伺い、 意識が変わり まし た。

　 例えば、 メ ンタ ルヘルスでは、 職域保健師は、 セルフ

ケア、 ラ イ ンによるケアを支援し 、 教育研修企画・ 実施、

職場環境の評価・ 改善など、 幅広く 携わっ ています。 さ

ら に平成 26 年の法改正で従業員 50 人以上の事業場に

スト レ スチェ ッ ク が義務づけら れ、 その担当者と し て、

職域保健師が位置付けら れまし た。 多度津町では何と 初

代の職域保健師が平成 4 年から スト レ スチェ ッ ク を 実

施し ておら れたと のこ と 、 実に法制化の 22 年前にメ ン

タ ルヘルスに対応し ておら れたこ と が分かり ます。

　 初代から 三代までの「 衛生管理者と し ての保健師」 の

活動を振り 返っ てみますと

初代「 衛生管理者と し ての保健師」 活動

（ 平成 3 年度から 約 7 年）

　 こ の時代は、 THP 活動が盛んになり 、 心と から

だの健康づく り が本格化さ れた時代にあたり ます。

こ の時、 初代の衛生管理者と し ての保健師が選任さ

れたこ と は大き な意義があると 思います。 法令に基

づき、 本来の衛生管理者と し ての仕事は果たし つつ

も 、 看護専門職と し ての仕事、 例えば既述のスト レ

スチェ ッ ク の実施や VD T 健診、 腰痛・ 指曲がり 健

診の実施、 医師による健康教育の開始、 休憩時間の

ラ ジオ体操の放送、 ノ ー残業デー推進、 禁煙対策と

いっ たこ と などが挙げら れます。 いずれも 心身の健

康づく り 推進上、 有用な取り 組みで、 看護専門職と

し てのき め細やかさ を感じ ます。 多度津町の健康づ

く り 、 も っ と いえば安全衛生活動の基礎を 築いてい

ただいたと 思います。

〒 7 6 4 -8 5 0 1  

香川県仲多度郡多度津町栄町三丁目 3 番 9 5 号

http s://w w w .to w n .tad o tsu .k a g aw a .j p /

人口　 　 2 2 ,0 7 1 人（ R6 .1 .1 現在）

世帯数　 1 0 ,6 2 2 世帯

職員数　 1 9 4 人（ R5 .4 .1 現在）

内訳　 一般行政　 1 1 0 人

教育　 　 　   2 8 人

消防　 　 　   3 4 人

公営企業　   2 2 人

https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/
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二代目「 衛生管理者と し ての保健師」 活動

（ 平成 1 0 年度から 約 1 7 年）

　 2 代目は約 1 7 年間と いう 長い時間、 その職責を

果たさ れまし た。 初代から の引継ぎの前年に THP

指針が改正さ れ、 一層の心身の健康づく り が強化さ

れた時代でし た。 また、 平成 10 年には第 9 次労働

災害防止計画が開始さ れ、 事故防止についても 関心

の高い時期でも あり まし た。 そのため、 健康づく り

については、 初代が打ち 立てら れた方策に加えて、

新し い施策と し て腰痛予防教室の開催、 管理栄養士

による健康相談の開始、 歯科衛生士による健康教育

の開始など、 次々と 健康づく り にと っ て効果の高い

施策を打ち出し 、 それを実行さ れたと のこ と 、 外部

資源を活用し てより よい健康づく り を進めよう と の

意気込みが伝わっ てき ます。 安全についても 、 ヒ ヤ

リ ハッ ト アンケート の実施、 危険箇所のチェ ッ ク 、

職場内の一斉整理を 実施し ておら れ、「 健康と 安全

は車の両輪」 と の考え方を 具現化し ておら れます。

禁煙対策については、 重要な健康対策と し て、 初代

も 取り 組ま れま し たが、 引継ぎの 2 年前の平成 8

年に「 職場における喫煙対策のためのガイ ド ラ イ ン」

が示さ れたこ と により 、 より 一層の強化がなさ れた

と のこ と です。 平成 16 年には庁舎内全面禁煙と な

り まし た。

三代目「 衛生管理者と し ての保健師」 活動

（ 平成 27 年度～現在まで、 約 9 年間）

　 こ の度のイ ンタ ビュ ーに応じ てく ださ っ たのが、

3 代目の方です。

　 まず、 感服し まし たのは、 初代、 2 代目の保健師

の施策を尊重し 、 し っ かり と 活用し ておら れるその

姿勢です。 属し ておら れる町長公室では、 こ の安全

衛生の仕事だけでなく 、 公室長補佐の役割を担っ て

おら れますので、 極めて多忙な日々ですが、 職員の

健康と 安全にはし っ かり と 対応し ておら れます。 そ

の源泉は何かと 考えてみまし たが、 根本は職員への

「 愛情、 つまり 、 一人一人の職員を 大切に思う 気持

ちではないか」と 感じ た次第です。 マルティ ン・ ブー

バーがいと し 子を抱き し めている 、 あの温かい看護

の心です。

　 こ こ では、 多く のこ と が述べら れませんので、 主

な施策について改めて紹介さ せていただきます。

　 皆様、こ の三代にわたる「 衛生管理者と し ての保健師」

活動を如何思われまし たか。 それぞれの時代のニーズを

把握するためのアンテナを高く し 、 外部資源も 巻き込ん

で積極的な施策を講じ 、 それを次の代に引き 継いで、 さ

ら に発展さ せておら れるこ と 、 また、 職域保健師が真の

活動を する ためには、「 石の上にも 10 年」 と いわれて

いますが、 2 代目はも ちろ んのこ と 、 初代・ 3 代目も ほ

ぼそれを満たし ておら れます。 現代のよう な複雑な健康

課題に対応するためには、 画一的な支援ではなく 、 個別

性が求めら れますので、 多度津町の職域保健師さ んはそ

れができ ておら れるこ と が大きいのではないかと も 考え

まし た。 イ ンタ ビュ ーに一緒に応じ てく ださ いまし た、

所属長の町長公室長はも と より 、 歴代の町長公室長のご

理解と 見識がこ の立派な安全衛生活動を支えてく ださ っ

たこ と は、 も ちろ んです。

安全衛生委員会の運営に役立つ諸情報

（ 1） 安全衛生委員会の経緯

年月 主な調査・ 審議内容 委員会開催頻度

昭和 60 年８ 月 第１ 回安全衛生委員会
開催

１ 回／年

平成 3 年６ 月 初代「 衛生管理者と し
ての保健師」 配置

１ 回／２ か月

平成 7 年度 職場巡視開始 1 回／ 2 か月

平成 10 年度 ・ 産業医選任
・ 2 代目保健師への交
代

平成 9 年度から
1 回／ 1 か月

平成 16 年度 庁舎内全面禁煙の実施 1 回／ 1 か月

平成 27 年度 ・ 3 代目保健師への交
代
・ 心の健康づく り 計画
策定
・ 職員安全衛生管理規
程を 現状に沿っ たも の
にする ため、 全面改正

1 回／ 1 か月

平成 28 年度 安衛法に基づく スト レ
スチェ ッ ク 開始

1 回／ 1 か月

平成 29 年度 毎月「 ヒ ヤリ ハッ ト 報
告」 開始

1 回／ 1 か月

平成 30 年度 ・ 心の健康づく り 計画
見直し
・ 10 月 か ら 毎 月「 超
過勤務報告」 開始

1 回／ 1 か月

令和元年度 情 報 誌（ 年 4 回 ） 安
全衛生委員へ回覧開始

1 回／ 1 か月

令和 2 年度 新型コ ロナ感染症対策 1 回／ 1 か月

令和 3 年度 心の健康づく り 計画見
直し

1 回／ 1 か月

令和 4 年度 ノ ー残業デーを 2 ～ 3
か月毎に町長が呼びか
け

1 回／ 1 か月

　 当初、 安全衛生委員会は１ 年に１ 回の開催でし たが、

それが２ か月に１ 回と なり 、 平成 9 年度から 法令通り 1

か月に 1 回の開催と なっ ています。 調査・ 審議内容も

年度ごと に必要な事項が網羅さ れ充実し たも のになっ て

いるこ と が分かり ます。多度津町のよう な良好事例でも 、

決し て最初から 理想通り ではなく 、 地道な努力の跡が見

えます。



6

（ 2） 組織図

　 総括安全衛生管理者の副町長のも と で衛生管理者と し

ての保健師、 各所属から 選出さ れ組合から の推薦も 得た

衛生推進者と し ての職員、 そし て産業医が構成メ ンバー

と なり 、事務局と し て町長公室長がその役を担っ ており 、

実にコ ンパク ト な、 必要にし て十分な組織になっ ている

こ と 、各所属から の代表（ 衛生推進者） も 参加し ており 、

全職員が多度津町の安全衛生活動に参画するシステムに

なっ ているこ と 、 こ れら が多度津町の安全衛生活動を発

展さ せる大きな力になっ ていると 考えます。

（ 3） 安全衛生委員会の開催イ メ ージ

　 多度津町の安全衛生委員会をイ メ ージし ていただく た

めに、 労働衛生週間の月である 10 月の委員会の様子を

紹介し まし ょ う 。

（ 4） 衛生管理者と し ての保健師の安全衛生委員会への

想い

　 主なも の三つを挙げてく ださ いまし た。

　 一つ目は、 委員会内での報告や教育内容を 各所属に持ち 帰

り 周知し ても ら う こ と で、 職場全体への水平展開を 期待し て

いる こ と 、 二つ目は毎年同じ 内容になる こ と も ある が、「 繰

り 返すこ と 」「 伝え続ける こ と 」 が大切である こ と 、 三つ目

は衛生推進者である 職員にメ リ ッ ト がある よう にするこ と と

のこ と です。

多度津町の心の健康づく り 計画

　 安全衛生委員会の経緯でも 記述し まし たよう に、 多度津町

では平成 27 年に最初の心の健康づく り 計画が作ら れまし た。

その後何回か改正さ れて いま すので、 こ こ で は令和 4 年 3

月の最新のも のを紹介し ます。 その骨子は以下の通り です。

　 こ の計画は、 本文は 8 頁ですが、 別添資料、 参考資料を 含

める と 45 頁の充実し たも ので、 まる で全職員の必携マニュ

アルのよ う です。 安全衛生委員会でも 度々取り 上げら れ、 全

職員に活動の方向性が周知さ れている こ と は多度津町のメ ン

タ ルヘルス計画が実行さ れやすい状況にあると 考えます。 そ

の効果は、 分母の違いがあり ますので、 単純には比較でき ま

せんが、 全国の地方公共団体のメ ン タ ルヘルス関連長期病休

者数（ 10 万人率） と 比べる と 、 かなり よ い状況を 保っ てい

ます。 こ こ 数年の結果を 記し ます。

メ ンタ ルヘルス関連長期病休者数（ 10 万人率） の推移
（ 単位 : 人）

年度 H29 H30 R 元 R2 R3

本町 990 319 0 680 1,678

全国 1,409.3 1,472.5 1,643.9 1,713.3 1,903.3

※全国の数値は「 地方公務員健康状況等の現況」（ 一般財団
法人　 地方公務員推進協会） から 抜粋

事例から の学び

　 多度津町の安全衛生活動から 本文中のいたる と こ ろ に貴重

な学びを 記さ せていただき まし た。 中でも 、 安全衛生委員会

を 活用し ての「 安全と 心身の健康についてよ い風土づく り 」

を し ておら れる こ と 、 安全衛生について熱意のある 専門職が

得ら れている こ と 、 その専門職の活動を 理解し 、 協働し てく

ださ る事務職の存在などは特に印象に残る こ と でし た。

（ 河野　 啓子）

13 時～　 職場巡視

場所： 多度津中学校

メ ンバー： 産業医、 保健師、 衛生管理者資

格取得の衛生推進者、 衛生推進者 3 名（ う

ち 1 名は教育総務課選出）

15 時～　 職場安全衛生委員会

内容

1.　 職場巡視報告

　（ 1）　 前回の指摘事項の改善報告

　（ 2）　 多度津中学校の巡視報告

　（ 3）　 全国労働安全週間に合わせて危険

箇所チェ ッ ク

　（ 4） ヒ ヤリ ハッ ト 報告

2.　 超過勤務報告

3.　 定期健診と 情報機器作業ガイ ド ラ イ ン

に沿っ た健康診断等について

4.　 眼の健康

5.　 休暇・ 休養制度

6.　 その他（ 乳がん月間、 イ ンフ ルエンザ

予防接種、 こ こ ろ の健康づく り 計画見直

し 等）

Ⅰ　 計画の概要

　 1. 位置づけ　 2. 計画の期間　 3. 計画の対象　 4. 計画

　 の体系と 推進体制　 5. 計画の方向性

Ⅱ　 目標達成に向けた具体的な取り 組み

Ⅲ　 個人のプラ イ バシーおよび不利益扱いへの配慮


